
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

すべての世代が輝く街に！全力疾走！！ 

上田みほ NEWS 

 市政報告    
 

発行者：公明党 船橋市議会議員 上田みほ 船橋市小室町 3060-3-407 

プロフィールはこちらから→ 

              

 

 

市政についてお気軽に 

お声をお寄せ下さい 
 

上田 みほ 

TEL： 080-3458-8470 

FAX： 047-457-8470 

市役所 

党控室：047-436-3032 

 

ホームページで 

ブログ公開中 

 
県道鎌ケ谷松戸線咲が丘２丁目 西日等で見えづらく
なる信号機を LED化  
仲村ひであき県議と連携して実現 
 

 

八木が谷１丁目マンホール新調・隆起解消 
 

 

 

頂いたお声から実現しました！ 

小室公園に手すり設置 

 

 

みやぎ台２丁目志多田川除草・清掃 

 

Vol. 

1６ 2023.10 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

質問 

答弁 

２０２５年世界最大級の旅行サイト『トリップアドバイザー』でディズニーランド、

ディズニーシーに続き人気観光スポットランキング日本のテーマパーク部門で

第３位という船橋が誇るテーマパークである。 

成年後見制度利用促進について 

質問 

答弁 
今後も権利擁護支援の必要性は高まると考える。人員の体制は検討していく。 

社協で準備をしている法人後見を支援していく。身寄りのない高齢者等は今後も 

増加し身元保証や死後事務のニーズは高まると見込まれるので、研究をしていく。 

令和５年第３回定例会 一般質問より   

 

 

 

 

より 

 

アンデルセン公園について 

超高齢社会を突き進む我が国の高齢化率は本年２９．１％になり、１０人に１人が８０歳以上となった。 

また、船橋市でも独り暮らしの高齢者は現在 47,000人と、世帯構成も変化している。 

そして２０２５年には高齢者の５人に１人が認知症となると試算されている。 

また、認知症高齢者だけでなく、知的障害や精神障害を持つ方など判断能力が十分でない方の財産の

管理、本人に合った福祉サービスの契約など、権利が守られるよう支援するのが成年後見制度であ

る。親族等からの申し立てによって家庭裁判所から成年後見人が選定される。 

また、任意後見契約という、判断能力が十分なうちにあらかじめ本人が選んだ人にしてもらいたいこと

を契約で決めておく制度もある。  

成年後見に関する相談は  ・地域包括支援センター   (市内１４か所) 

・障害者(児)総合相談窓口 (市内 ３か所) 

・船橋市障害者成年後見支援センター 047‐４０７‐４４４１ 

・ふなばし高齢者等権利擁護センター  047‐431-756 

・地域包括ケア推進課(船橋市権利擁護サポートセンター) 

         047-436-2558 

 

 

現在の「洋式化率」は７割。施設更新時や「公共建物保全計画」に基づく改修等に合わせ

計画的な改修を行うとともにベビーシートなどのお客様の要望のある施設についても

検討し、利便性向上に努めて行く。 

情報発信については、現在ホームページと Facebook を活用中。インスタ等の他の

SNSについても今後検討し、公園の魅力発信に取り組んでいく。 

子育て世代一押しのパーク内で、男性トイレにもおむつ替えシートやベビーキーパー、子どもと一緒に

ベビーカーごと入れる多目的トイレをもっと増やして欲しいとの声が多くある。 

また、パーク内にある子ども美術館などの公式インスタグラムを開設して魅力をもっと発信して欲しい

との声があるが見解は。 

 

今後利用者の増加が予想される「権利擁護サポートサンター」の増員、更なる機能拡充が必要と考える。 

また、判断能力が十分なうちに契約する任意後見契約を受任できる法人後見を社協などの公共団体で

創設できるよう市が支援していくべきである。と共に葬儀や火葬、家財整理などを事前に委任できる死

後事務委任契約を活用した事業を市で実施する検討をするべき。見解を問う。 

 

市民後見人の育成 

「死後事務委任契約」を活用した事業の実施 

≪成年後見制度≫ 


